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「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」（第１１回）・ 

ワーキンググループ（第６回） 

 

１ 日時 令和６年３月５日（火）10時00分～12時00分 

 

２ 場所 オンライン開催 

 

３ 出席者 

（１）構成員 

宍戸座長、生貝構成員、江間構成員、奥村構成員、クロサカ構成員、 

後藤構成員、澁谷構成員、曽我部構成員、田中構成員、増田構成員、水谷構成員、 

森構成員、安野構成員、山口構成員、山本（健）構成員 

（２）オブザーバー団体 

一般社団法人安心ネットづくり促進協議会、一般社団法人新経済連盟、一般社団法人セーフ

ァーインターネット協会、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構、一般社団法

人テレコムサービス協会、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人日本インターネ

ットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟、一般社団法人日本新聞協会、

日本放送協会、一般社団法人MyData Japan、一般財団法人マルチメディア振興センター 

（３）オブザーバー省庁 

内閣官房、内閣府、警察庁、消費者庁、デジタル庁、文部科学省、経済産業省 

（４）総務省 

湯本大臣官房総括審議官、西泉大臣官房審議官、田邊情報通信政策課長、 

大澤情報流通振興課長、恩賀情報流通適正化推進室長、内藤情報流通適正化推進室課長補佐、 

上原情報流通適正化推進室専門職 

（５）ヒアリング関係者 

クオリティメディアコンソーシアム 長澤氏 

一般社団法人デジタル広告品質認証機構（JICDAQ） 小出氏 

 

 

４ 議事 

参考資料１６－１ 
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（１） 基本的な考え方について 

（２） 関係者からのヒアリング 

（３） その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宍戸座長】  それでは、定刻でございますので、「デジタル空間における情報流通の健
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全性確保の在り方に関する検討会」の第１１回会合、併せましてワーキンググループ第６回

会合を合同という形で開催させていただきます。 

 本日もお忙しいところ、本会合に御出席をいただき、誠にありがとうございます。 

 議事に入ります前に事務局より連絡事項の説明をお願いいたします。 

【髙橋係長】  本日事務局を務めます総務省の髙橋です。 

 まず、本日の会議は公開とさせていただきますので、その点、御了承ください。 

 次に、事務局よりウェブ会議による開催上の注意事項について案内いたします。本日の会

議につきましては、構成員及び傍聴はウェブ会議システムにて実施させていただいており

ます。本日の会合の傍聴につきましては、ウェブ会議システムによる音声及び資料投影のみ

での傍聴とさせていただいております。事務局において傍聴者は発言ができない設定にさ

せていただいておりますので、音声設定を変更しないようお願いいたします。 

 本日の資料は、本体資料として、資料１１－１から参考資料１１－１までの４点、御用意

をしております。万が一お手元に届いていない場合がございましたら事務局までお申しつ

けください。また、傍聴の方につきましては、本検討会のホームページ上に資料が公開され

ておりますので、そちらから閲覧ください。 

 なお、本日は、石井構成員、落合構成員、山本龍彦構成員、脇浜構成員は御欠席予定と伺

っております。 

 事務局からは以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

 それでは、本日の議事について御説明を差し上げます。まず、これまで議論をさせていた

だきました「基本的な考え方」について、事務局から御説明を頂き、質疑の時間を設けたい

と思います。この後、関係者様からのヒアリングということで、今回は広告関係団体２団体

様から御発表を頂きたいと思います。それぞれの御発表後に質疑の時間を設けるという形

で進めさせていただきたいと思っております。 

 それでは、早速議事の１に入らさせていただきます。基本的な考え方につきましては議論

を重ねてきているところでございますけれども、前回、私のほうから、デジタル広告エコシ

ステムの問題について今後議論していく必要があると。つきましては、事務局のほうで一定

程度我々の有識者が議論する上での認識合わせの出発点になるような準備をして発表して

いただきたいと指示をさせていただいたところでございます。 

 早速、事務局のほうで「デジタル空間における情報流通とデジタル広告エコシステムの全
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体像」ということで資料１１－１を御用意頂きましたので、こちら御説明をお願いいたしま

す。 

【上原専門職】  事務局より御説明いたします。資料１１－１を御覧ください。こちらは

前回第１０回会合で先ほど宍戸座長からございましたように御指示ございました、投稿者

に対して広告収益を分配する機能を持ったプラットフォームサービスのサービスごとの収

益分配基準など、広告エコシステムの詳細を把握する前提としまして、また、本日この後始

まります広告関連事業者団体の皆様からのヒアリングの前提としまして、デジタル広告の

基本的な仕組み、また、それがデジタル空間における情報流通にどのような影響を及ぼし得

るのかというものをイメージいただくために、事務局にてごく基本的な事実関係を全体像

として図に落とし込みましてビジュアル化を試みた資料ということになります。 

 コンセプトとしましては、第８回会合までに情報の流通、すなわち情報の発信・伝送・受

信という流れに着目しまして、それらを中心に据えた全体像の案を事務局にてお示しして

おりましたけれども、これをデジタル広告に関するお金の流れに着目しまして、そちらを中

心に据える形で再構成したということになります。こちらについて御説明させていただき

ます。 

 表紙をめくって１から３ページ目は、今申し上げたとおり、第８回会合までにお示しした

情報の流通過程を中心に据えた全体像の案、資料８－３－３、そちらからの抜粋となります。

これらを統合しまして、デジタル広告に関するお金の流れを中心に据えて再構成したもの

が５ページの図になります。一番右側、広告を掲載するインターネット上のメディアである

パブリッシャー、日本語では媒体主ないし媒体社と呼ばれることが多い理解ですけれども、

彼らと情報の受信者、これは主として個人を想定しておりますが、企業や国・自治体なども

含むイメージでございます。そうした情報受信者の間に実線の矢印が集中しております。こ

れは情報そのもの、すなわち文字であったり、画像であったり、動画であったりといったコ

ンテンツの流れをイメージしたものでして、先ほど１、２ページ目で抜粋していた資料８－

３－３ではこちらを中心に据えて全体像を捉えておりました。 

 パブリッシャーのうち、上のほうの情報伝送プラットフォーム、こちらはＳＮＳであった

り、検索サービスであったり、動画共有サービス、またブログなどなど、インターネット上

で第三者が作成・投稿したコンテンツを不特定の者が受信・閲覧できるよう伝送するプラッ

トフォームサービスをイメージしております。第８回会合の資料８－３－３の中で、「プラ

ットフォーム事業者・サービス」と呼んでいたのは、どちらかというとこの情報伝送プラッ
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トフォームを中心にイメージをしておりました。 

 こうした情報伝送プラットフォームというのは、例えば、その下で「その他パブリッシャ

ー」として並べられている新聞、放送、雑誌、書籍といった伝統メディア、その他のネット

メディア、さらには個人サイトなどなど、様々な情報発信主体が発信・投稿するコンテンツ、

あるいは一番上の、こちらは主として個人をイメージしておりますけれども、情報発信者と

してのクリエイターなどが発信・投稿するコンテンツを一部モデレーションしながら、ある

いはプロミネンスなどしながら並べ替えたり強調したりして、赤色実線矢印のように情報

受信者に向けて伝送していると、そういう存在になります。 

 一方で、「その他パブリッシャー」としての伝統メディアなどは、彼らは彼らで青色実線

矢印のように、情報伝送プラットフォームを介さず、自らが運営するメディアを通じて情報

受信者に向けてコンテンツを発信するということもあり得るところです。 

 このように情報伝送プラットフォームや「その他パブリッシャー」から情報を受信した受

信者の中には、受動的に情報を受信するだけにとどまらず、自らもリポスト、「いいね」な

どを通じて情報を発信・拡散する主体もいます。そうした受信者による発信・拡散を青緑色

の実線矢印で表しております。 

 そうしたコンテンツの流れに対しまして、一番下に「ファクトチェック機関など」と記載

しておりますけれども、こうした主体が情報伝送プラットフォームや「その他パブリッシャ

ー」から情報を収集・分析しまして、真偽を判定して結果を発信するといった活動をしてい

ることもあります。 

 以上は既に本検討会で議論されてきたことのおさらいということになりますけれども、

この図の中心はこうしたコンテンツの流れではなくて、左側のほう、紫色の点線矢印で示し

たお金・広告料の流れということになります。これらについてもう少し詳しく御説明します。 

 ６ページに文字による説明を追加しております。少しごちゃごちゃしておりますけれど

も、まず出発点は、一番左の広告主、これは企業はもちろんですけれども、国・自治体が広

告主となることもあり得るところですけれども、そういった広告主が広告代理店を通じて、

あるいは通じずに直接ということもあり得るかと思いますけれども、インターネット上に

広告を出そうということで広告を出稿するところになります。 

 分かりやすいところからいきますと、そういった広告主は、まず伝統メディアなどが運営

しているインターネット上のメディアに直接広告を出稿するということがあり得ます。一

番下の点線矢印の、純広告と呼ばれる商流になりますけれども、あるいは一番上の点線矢印
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のように、ＹｏｕＴｕｂｅであったり、Ｆａｃｅｂｏｏｋであったり、そういった情報伝送

プラットフォームが運営するソーシャルメディアに直接広告を出稿するということもあり

ます。 

 他方で、いわゆるプログラマティック広告ないし運用型広告と呼ばれるものですけれど

も、真ん中にある黄色で囲んだ「広告仲介プラットフォーム」を介して広告を出稿する商流

もあります。この広告仲介プラットフォームはかなり簡略化しておりまして、ＤＳＰとＳＳ

Ｐしか書いておりませんけれども、そうした、広告主とパブリッシャーの間を仲介してパブ

リッシャーのメディア上で広告を表示できるようにするプラットフォームサービスをイメ

ージしております。 

 ちなみにＤＳＰとＳＳＰについては、第８回会合の資料８－３－３でも説明しておりま

したけれども、ＤＳＰというのがデマンド・サイド・プラットフォーム、つまり、広告主の

広告目的や消費者に関するデータ等に基づいて広告出稿の管理・最適化を行うためのツー

ルということになります。一方、ＳＳＰというのはサプライ・サイド・プラットフォーム、

つまり、パブリッシャーが広告枠の販売の効率化や収益の最大化を図るためのツールとい

うことになります。 

 ＤＳＰとＳＳＰは異なるサービスですけれども、両方を提供している事業者も多くおり

まして、例えば国内ですと、マイクロアドさん、フリークアウトさん、ＧＭＯインターネッ

トグループさん、こういった企業が広告仲介プラットフォームを運営しているという理解

でございます。 

 広告主がＤＳＰを使って広告を出稿する場合、最終的に広告が掲載されるパブリッシャ

ーのメディア上の広告枠１枠に対しまして、まず、そのＤＳＰに広告出稿を依頼した複数の

広告主の中から１社を選ぶための入札が行われることになります。また、ＤＳＰと接続した

ＳＳＰにおいても、接続してくる複数のＤＳＰの中から１つを選ぶための入札が行われま

す。さらに最後、パブリッシャーのメディア上にどのＳＳＰから配信される広告を掲載する

のかということで３段階目の入札が行われまして、ようやく掲載される広告が決まるとい

う流れになります。 

 ようやくと申し上げましたけれども、今申し上げたプロセスが全て自動で一瞬のうちに

行われるというのがプログラマティック広告ということになります。 

 また、図の上のほう、オレンジ色の枠で囲んでおりますけれども、例えばＧｏｏｇｌｅ、

Ｍｅｔａ、ＬＩＮＥヤフーといった事業者の皆様においては、情報伝送プラットフォームと
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してのソーシャルメディアと一緒に広告仲介プラットフォームを運営しているという形に

なります。こういった事業者は、ＤＳＰやＳＳＰを介してほかのパブリッシャーのメディア

上に広告を配信するということもあるんですけれども、自社のメディア、例えばＹｏｕＴｕ

ｂｅ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ、そういったメデ

ィアも広告媒体として活用し、広告を載せるということになります。 

 以上の流れの中で、広告主はパブリッシャーに広告が掲載される都度、掲載のされ方に応

じて課金がされ広告料を支払うということになります。 

 国内の場合、この課金は広告がパブリッシャーのウェブサイト上でクリックされた回数

に応じてなされることが多いと言われております。 

 そうやって広告主が支払った広告料がどこに行くかといいますと、広告代理店、広告仲介

プラットフォームといったところが仲介手数料をもらいまして、残りはパブリッシャーに

流れるわけですけれども、一部の情報伝送プラットフォームであるパブリッシャー、例えば

ＹｏｕＴｕｂｅや旧ＴｗｉｔｔｅｒのＸなどは、さらにその先、自社のソーシャルメディア

プラットフォームにコンテンツを投稿している発信者に対して、閲覧数やコンテンツの質

に応じて経済的インセンティブを付与するということもしております。ここでの経済的イ

ンセンティブは、例えばニュースポータルサイトがニュース配信元の伝統メディアにニュ

ース掲載料を支払うといった形で付与されることもあります。 

 こうしたお金の流れがある中で、この仕組みを悪用してお金をもうけようという主体も

現れておりまして、課題として指摘されております。 

 この図の中でちょっと悪そうな人のイラストを入れておりますけれども、典型的にはこ

の３つの箇所に悪意を持った主体が紛れ込んでいる可能性があると言われております。こ

こに限られてはいないと思いますけれども、主にはこの辺りと言われております。 

 まず一番上、「情報発信者としてのクリエイターなど」というところ、価値のある情報を

つくり出して発信するクリエイターというのは全く問題ないんですけれども、いわゆるク

リエイターのふりをしたといいますか、いわゆるインプ稼ぎと呼ばれるような、単に注目を

集めるような情報を質を問わずにどんどん発信して情報伝送プラットフォームからお金を

もらうことだけを目指すといった、クリエイターとは呼べないような主体の存在が問題視

されております。こうした主体が偽・誤情報その他真偽不明な情報の発信元になっていると

も言われております。 

 あるいは右側、自らが情報をつくり出して発信するのではなくて、流れてきた情報をその
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ままコピーして拡散するといった主体もおります。それ自体が悪というわけではないんで

すけれども、こちらも単に注目を集めそうな情報をどんどん拡散してお金をもらうことだ

けを目指すといった主体が紛れ込んでいる可能性が指摘されております。中にはｂｏｔと

呼ばれる自動的なプログラムで勝手に情報を拡散し続けるようにしている者もいると言わ

れております。 

 さらにその他パブリッシャーの一番下、いろいろなウェブサイト、メディアがパブリッシ

ャーとなっている中で、例えばＭＦＡと呼ばれるような悪質・低質なメディアの存在が指摘

されております。ＭＦＡは、メイド・フォー・アドバタイズメントの略ですけれども、広告

を掲載し、広告収益を獲得することのみを目的としてつくられたウェブサイトを指してお

ります。生成ＡＩが登場して以降、ほかのウェブサイトの情報を読み込んで生成ＡＩでどん

どん新しくつくり出されているという指摘もあるところです。多くは広告以外のコンテン

ツがほとんどないか、あっても極めて低質で役に立たない、あるいは偽・誤情報を含むよう

なコンテンツしか載っていないと言われております。 

 こういった悪意ある主体による収益化をいかに防ぐか、いわゆるデマネタイゼーション

をどのように実現するかといった部分がデジタル広告と情報流通の関係をめぐる課題の

１つとして指摘されています。 

 ７ページは、こうしたデジタル広告をめぐる課題に対する既存の制度的な対応としてど

のようなものがあるかを図の上にマッピングしたものです。 

特に上のほう、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律、

いわゆるデジタルプラットフォーム取引透明化法ですけれども、一部の広告仲介プラット

フォーマー、具体的に言うと、今のところ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｍｅｔａ、ＬＩＮＥヤフーの３社

ですけれども、それらと広告主やパブリッシャーの間のＢｔｏＢ取引の透明性・公正性の向

上を目指す法律となっております。一部、広告が低質なメディアに掲載されないようになっ

ているかどうかという部分の透明化というのも手当てがされていますけれども、第５回会

合で森構成員から御発表がございましたとおり、目的はあくまでＢｔｏＢ取引の透明性・公

正性向上でして、個人としての情報発信者の認知領域、あるいは民主主義といった社会的な

利益の保護という観点からの手当てがされているわけではないということになります。 

 また下のほう、ニュースポータルなどの一部情報伝送プラットフォームとニュースコン

テンツを編集して提供する事業者の間の取引の公正性・透明性向上を目指しまして、公正取

引委員会が実態調査に昨年から乗り出すなどしておりますけれども、こちらもＢｔｏＢ取
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引の公正性・透明性向上を目的とした動きということになります。 

 本検討会では、どちらかというと右側オレンジ色で記載したような、個人としての情報受

信者の認知領域あるいは民主主義といった社会的な利益の保護の観点からどのような対応

が考えられるのかといったところを検討いただくことになるのではないかと考えておりま

す。 

 こうした観点から、本日以降、広告関連事業者団体の皆様から、デジタル広告に関する現

状と課題、お取組状況などについて伺えればと考えております。 

 ８ページが今後のスケジュールになります。まず、本日、早速この後クオリティメディア

コンソーシアム様とデジタル広告品質認証機構（ＪＩＣＤＡＱ）様からお話を伺います。ま

た、次回会合、次々回会合、それぞれ３月１５日と１９日に予定されておりますけれども、

その２回で日本アドバタイザーズ協会（ＪＡＡ）様、それからこちらは連名での御発表とな

りますけれども、日本インタラクティブ広告協会（ＪＩＡＡ）様と日本広告業協会（ＪＡＡ

Ａ）様からお話を伺う予定となっております。 

 事務局からは以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。ただいまの御説明でございますが、これはこれ

から広告関係の団体の皆様にヒアリングをさせていただく上での基本的な事実関係を、先

ほど私、構成員間の認識合わせと申し上げましたが、そのために整理、御紹介いただいたも

のということになります。 

 したがいまして、これについて、あれはこうではないか、これはこうではないかという御

議論を始めると、まさに、基本的な考え方の本体を、議論していくという感じになりますの

で、むしろヒアリングを踏まえて、さらにこうではないか、ああではないかと御議論いただ

ければと思っているのですが、とはいいつつ、認識合わせの出発点において、ちょっとここ

違うんじゃないかとか、こういった観点もあるんじゃないのかという御指摘がございまし

たら、大体１０分程度と時間を限らさせていただきますが、頂きたいと思います。 

 チャット機能で私に御発言の希望があればお知らせをいただきたいと思いますが、いか

がでございましょうか。 

 いかがでしょうか、基本的な出発点としては、大体こういう認識から始めていくというこ

とでよろしいでしょうか。 

 事務局からお話あったところの繰り返しになりますが、特に６ページの図を見ていただ

いて、これで問題の所在がこういうところだよねと、こういったところから今後ヒアリング
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で御質問あるいは情報収集をさせていただくということになりますので、ご指摘があれば

と思います。 

【クロサカ構成員】  すいません、クロサカです。ごめんなさい、ちょっとチャットがう

まく書けないのでよろしいでしょうか。 

【宍戸座長】  先にクロサカさん、お願いします。 

【クロサカ構成員】 私から、御説明いただいたことについての異存はございません。大変

正確かつ簡潔に整理いただいていると思います。これが基礎になっているかと。慶應の教員

ではありますが、一応この業界の仕事をしている人間でもありますので、私の立場からして

も、認識は全くずれていない、正しいものだと思っています。 

 １点コメントですが、この後のヒアリングにおいて、既に今事務局から御説明いただいて

いるような問題意識を持たれている、共有されている業界団体がいらっしゃるかと思いま

す。そういった方々がどのような問題意識を持たれているのか、あるいは、何を対応されて

いるのか、どのような対処をされているのか。これは自主的な努力ということもあれば、海

外を含めた業界団体、ＩＡＢ等の検討や要請に基づいて動いているようなこともあろうか

と思いますので、こういった点を私からも聞ければと思いますし、構成員の皆様も、いや、

さすがにそんなこと気づいているだろうというところがあると思うので、ぜひ御指摘を頂

けるといいんじゃないかなと思いました。 

 以上、意見でございます。 

【宍戸座長】  クロサカ構成員、ありがとうございます。それでは、森構成員、お願いし

ます。 

【森構成員】  ありがとうございます。７枚目をお示しいただいて、ここまでの資料は全

体として非常にしっかりお書きいただいたと思います。私も意見なんですけれども、私もこ

の図を書いて御説明することは非常にこれまで多くあったわけなんです。２０１３年ぐら

いから書いて御説明をしていたわけなんですけども、いつも右側のない、青い丸で囲ってあ

る２つのところ、つまり一番右が媒体、一番左が広告主と書いてきました。その結果として、

私自身は右のオレンジの問題というのはあまりそれほど考えずに、考えてはいたのかもし

れませんけど、図面上は考えたりお示ししたりせずにここまで来ました。これまでそういう

図も非常に多かったと思います。 

 それで最終的に右側の部分の法的手当てがないというのは、もちろん私が書いてこなか

ったこととの因果関係は全くない。私にはそのような影響力はもちろんないわけですけれ
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ども、ただ、やっぱり私自身、右側の問題というのを十分に認識できていなかったなという

ことは思いまして、やはり図を、最初から右側、オレンジのところありきで、世の中の図が

そうなっていたから私もそう書いていたわけですけども、世の中全体として、右側の楕円形

も含めた図を書くべきであったなと、これを見せていただいて改めて思いました。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。森先生に褒めていただいたということで、事務局、

大変よかったなと思います。 

 後藤構成員、お願いします。 

【後藤構成員】  後藤でございます。今後の議論にむけての情報提供のお願いです。例え

ば、６ページ、７ページの広告主、先ほど例えば広告仲介プラットフォーム兼情報伝送プラ

ットフォームにはＧｏｏｇｌｅ、Ｍｅｔａ、ＬＩＮＥヤフーがあるとのことですが、それぞ

れほかのものについても代表的な企業名等を教えていただきたいというのが１つ。 

 それから、例えば、伝統メディア、ネットメディアとありますが、これらに関する事業規

模や、事業者数等、量的な、情報が知りたいと思います。つまり、四角いところがどの程度

の量的な影響を及ぼすのかを常に見ながら議論したいと思っています。総務省さんがそう

いう情報をもともとお持ちならば、どこかで整理しておいていただいて、横に置いていただ

けると、議論がしやすいと思った次第です。お願いを二つでございました。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。業界構造とか、産業規模とか、事業者の強さみた

いなことですよね、多分。 

【後藤構成員】  そうですね。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。今の点について事務局で手持ちで何かお答えいた

だくことがあるか、あるいは今後のヒアリングであったり事務局で調査してお答え整理し

ていただくとか、その点いかがですか。 

【上原専門職】  事務局でございます。事務局のほうで整理して、またお答えできるよう

にしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。ほかに何か現時点での御指摘、あるいはコメント、

御質問等ございますでしょうか。 

 いかがでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 あえて１点、私からも申し上げるといたしますと、今の６ページの図の中で申しますと、
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必ずしも制度、少なくとも国家的な制度と言うかどうかは別として、事業者あるいは既存の

業界の取組の蓄積を広い意味で制度と呼ぶとした場合に、パブリッシャーの中でも、伝統メ

ディアの広告のエコシステムを考えたときには、既存の、デジタル以前ということなのかも

しれませんが、広告のシステムは、新聞、あるいは放送、雑誌において、それぞれ業界での

取組、それぞれの個社において一定の審査があったり広告基準があったりする。基本的には

それに準拠した形でネット上の広告についても出している場合がある。もちろんそうでな

い場合もありますが、そこで広告の質が確保されたり、脆弱な消費者に対する問題、例えば

子供に対するＣＭの問題、テレビＣＭの問題等いろいろ議論が蓄積されてきた。 

 そういった取組が、７ページの制度的な対応を考えるときに、どういう接点を持ち得るか

ということや、伝統メディアでもデジタル広告市場においてはむしろ今のような広告の質

を必ずしも維持し切れていない、アテンション・エコノミー的な世界になっているというこ

ともあるのかもしれませんし、逆に、テレビに代表される放送事業者がインターネット上、

デジタル空間において番組の同時配信等を行う場合に、むしろ既存の伝統的な放送におい

て担保されてきた広告媒体としての価値を維持したまま、デジタル空間に出ていくことに

ついて何らかの制度的な支えを導入することによって、この全体像をよくしていくという

ことがあり得るのかどうか。今私が申し上げましたのは、視聴データの検討においても論点

になってきたことでもあるのですけれども、こういった点も含めて今後検討できればと思

っております。 

 奥村構成員、お願いいたします。 

【奥村構成員】  奥村でございます。どうもありがとうございます。とてもよく整理され

ていますし、広告のところは私は専門分野ではないので弱いところですので、非常によく分

かりました。ありがとうございました。 

 多分ディスインフォメーションや何かが広がるときというのは、ユーザーのほうがリツ

イートするという逆の矢印が出ているわけですけれども、恐らくこういう一方だけ行った

り来たりということではなくて、それは行ったり来たりというか、ぐるぐるぐるぐる回って

しまって、そこでどんどんどんどん増幅をしていくというような、かなりダイナミックなプ

ロセスの中でそれが行われるであろうと。そういうエスカレーションをどうやってとめて

いくかという、頻度とかボリュームとかというのをどうやって絞っていくかということが

もしかすると一番大切なことであろうと思いますので、一応この図の補足ということで一

言コメントを申し上げておきます。よろしくお願いいたします。 
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【宍戸座長】  ありがとうございます。今おっしゃったようなある種のスパイラルですね、

デジタル情報空間において非常に早く発信者と受信者がくるくる入れ替わりながら膨大な

情報がぐるぐる回っていく中で偽情報等が浮上していってしまうという問題は、この図だ

け見ると少し静態的に見えますけれども、動的な課題にどう対応するかということは、今後

どう議論するかも含めて、少し事務局でノートしておき、図の反映も少し意識していただけ

ればと思います。 

 奥村先生、ありがとうございました。 

【奥村構成員】  よろしくお願いします。ありがとうございました。 

【宍戸座長】  それでは、まだまだおっしゃりたいことあろうかと思いますが、これは、

今後のヒアリングをお伺いしながら議論させていただくということで、ひとまずアジェン

ダの１番目は閉じさせていただきたいと思います。 

 本体となります。アジェンダの２番目、関係者様からのヒアリングになります。本日でご

ざいますが、先ほど申し上げましたように２団体、具体的に申しますと、クオリティメディ

アコンソーシアム様と一般社団法人デジタル広告品質認証機構様の２団体からヒアリング

を予定しておるところでございます。順番に御発表いただき質疑をさせていただきたいと

思います。 

 まず先にクオリティメディアコンソーシアムの長澤様から御説明をお願いしたいと思い

ます。御発表、大変恐縮でございますが、２５分でお願いいたします。 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】 クオリティメディアコンソーシアムの

長澤と申します。よろしくお願いいたします。今日は、「デジタル広告とフェイク情報」と

大ざっぱなテーマでございますけれども、これに関する現状を御報告させていただきます。 

 私は電通で新聞広告を２０年間携わりまして、その後２０年間インターネット広告を担

当いたしました。その後「日本インタラクティブ広告協会」の常務理事として、インターネ

ット広告の審査ガイドライン、ステマのガイドラインとか、個人情報扱いのガイドラインと

か、この辺の制定に携わりまして、今はクオリティメディアコンソーシアムという、コンテ

ンツメディアの共同事業体でございますけど、ここの事務局長を務めさせていただいてお

ります。 

 クオリティメディアコンソーシアムでございますけれども、日本で最大級の３０社、約

１５０のメディアが加盟するＰＭＰ。ＰＭＰというのはプライベートマーケットプレイス

と申しまして、広告主が広告掲載メディアを指名して掲載できるアドネットワーク。この対
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照が掲載メデイアを指定しないオープンマーケットプレイスなんですけれども、メディア

を指定できるマーケットプレイスでの広告の取引、広告配信ネットワークを運営しており

ます。御覧のように、主要全国紙、ブロック紙、在京のテレビ局、あと主要の出版社３０社

が加盟しております。設立後３年たっております。 

 

 インターネット広告なんですけれども、私が２０数年前、手がけた始めたときからあっと

いう間に成長いたしまして、現在、今年の日本の広告費でも最大の広告メディアに拡大して

おります。一昨年、マスメディアを抜きまして、７兆円を超える、広告市場の４割以上を占

めるメディアに台頭いたしました。 

 しかし、広告の信頼性という点でいうとまだまだ及ばずで、各メディアの中でも一番信頼

性が低いという評価が、これはＪＩＡＡの利用者調査から出ております。新聞、テレビの約

半分の信頼度ですね。最大のメディアが一番信頼されてない広告を出しているということ

で、この辺にちょっと矛盾が出てきているんじゃないかなと思います。 

 

 今日はデジタル広告で今何が起きているんだろうと、現時点での様々なリスク、あと、プ

ラットフォームの様々な影響について御説明をさせていただきます。プラットフォームと

いうのは、LINEヤフーさん、Ｇｏｏｇｌｅさん、Ｆａｃｅｂｏｏｋさん等でございます。 

 まず、デジタル広告の課題でございますけど、非常にデジタル広告のリスクというのが拡

大しております。能登半島地震時のフェイク情報のSNS上での拡散。これもデジタル広告の

リスクと言っていいと思いますけれど、先の検討会で澁谷構成員が詳しく発表されました

Ｘにおいての炎上型の投稿、いわゆる人集め投稿によって、それが拡散していくということ

で、この背景には澁谷構成員も御説明されたように、ある程度のページビューが出てくると

金銭がバックされるというＸの昨年７月に定めた制度が逆機能しちゃっていると。これは

よいコンテンツを集めるためにつくった制度が、こういう非常事態的な状況でアクセスが

集中するようになると、そこでの集中を何とかマネタイズしたいという個人なり企業なり

が偽投稿をするというプラットホームのエコシステムが逆噴射しちゃっているという問題

でございます。これがネットユーザーの情報判断のリスクを生んでおります。 

 さらに、これプラットフォーム上で実際に出ている広告でございますけれども、これは記

事もございますが、左は日経電子版をフェイクして、その形のままトヨタの豊田章男さんの

顔写真もフェイクして、新しいビットコインの投資システムを提供しますという、投資広告
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詐欺の広告記事でございますけれども、これは記事を装っておりまして、広告クレジットも

入れていません。非常に悪質です。これをクリックしますとすぐ投資詐欺サイトに飛びます。 

 右側は、これ最近非常に多いんですけれども、有名人になりすまして、勝手に顔写真とコ

メント等を入れて、これも今、ＮＩＳＡのブームでございますので、４万円超えた株価を背

景に大量にこのようななりすましのフェイク広告がユーザーが利用するSNSプラットフォ

ーム上で掲載を実際にされています。大分、被害も出始めていると聞いております。 

 こういう記事広告だけではなくて、映像、ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等で映像で

もフェイクニュースが出ております。まず、これ、テレ東さんのニュースをフェイクしたも

のでございます。ちょっと御覧ください。 

（動画再生） 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  ちょっと音が入ってないかもしれな

いんですけども、このように「テレ東ＢＩＺ」というニュース番組をそのままジャックして、

あと、イーロン・マスクの顔もジャックして、これをクリックすると投資詐欺のサイトに行

くという手が込んだ仕組みでございます。 

 次、これは非常に悪質だと思うんですけれども、首相の記者会見、これは恐らくＮＨＫの

ニュースだと思うんですけども、それをそのままジャックして、首相があたかもこの投資商

品を推奨しているかのようなニュース仕立てにして、ＹｏｕＴｕｂｅ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等

で掲載して、これもクリックすると投資詐欺サイトに飛ぶという、これは恐らく生成ＡＩ使

わないとできない映像だと思うんですけれども、首相の説明する左側のホワイトボードに

も広告商品の説明があるという、非常に手が込んだものでございます。 

 このように普通の一般の方々がよく見るＹｏｕＴｕｂｅとかＦａｃｅｂｏｏｋに堂々と

偽広告、なりすまし広告が掲載されている。フェイク広告と言ってよろしいかと思います。

これを広告を管理、配信するプラットホームが安全コントロールし切きれてないというの

が現状のネット広告の課題でございます。ユーザーは危険広告に直接的に接触していると

いう今までの広告管理の仕組みではまずありえなかった事象です。 

 これに対して当然メディアのほうは、こういう紙面を使われた日経は読者に強い警告を

発しています。同じようにニュースを使われた各メディアも注意を呼びかけております。こ

れ、ＮＨＫのフェイク対策サイトから頂いたんですけれども、メディアフェイクニュースに

対して、その名前を使われたクオリティメディアが注意喚起を呼びかけざるを得ないとい

う非常におかしな現象が実際に起こっております。まさに広告無法地帯が存在しています。 
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 これに対して、やはり誰の責任なんだという問題がございます。被害事例から弁護士事務

所、警察等に確認しますと、かなりの部分が投資詐欺に関しては海外のネットマフィア的な

投資詐欺集団が関わっていると。かなりグローバルな犯罪であると。したがって、広告自体

も国内から発信されずに海外から入ってくるというケースも、これは日本語でも多いとい

う現状がございます。それが情報発信の段階から取り締まれず治外法権地帯化しています。 

そうするとその広告を配信するのは、先ほどの事務局説明にもありましたように、プラット

フォーマーが自ら配信するケースが多いです。Ｍｅｔａ、Ｇｏｏｇｌｅ、LINE ヤフーの責

任もあるのではないかと。本来であれば広告の安全管理というのは、その広告を配信する事

業者が行うべきだと私は思います。マスメディアは当然そのようになっておりますけれど

も、先ほどの宍戸先生の御説明のように、マスメディアでメディアが大切にしてきたコンテ

ンツ広告の信頼性というものの機能がネットメディアでは働いてないと。働いてない部分

の多くがプラットフォームの広告配信が実際に不適切な広告を配信してしまっているとい

う現実実態にあると、こういう部分でございます。 

 それに対してプラットフォームはどう見解を出しているか。これは昨秋に行われました

経産省のプラットフォーム透明化モニタリング会合で、Ｍｅｔａが、これはＦａｃｅｂｏｏ

ｋの運営会社でございますね、回答しておりますけれども、「詐欺的な内容のオーガニック

のコンテンツもブランドセーフティーのコントロールの対象になっている。詐欺広告など

はコントロールの対象である。排除する努力をしている。悪質な広告の多くは危険なアカウ

ントや偽のアカウントから発信されていると。Ｍｅｔａはこれらのアカウントを排除する

ために多額の投資を行っています」とコメントされているんですけども、私どもから見て、

コンテンツ、広告の信頼性担保が、先ほど御紹介したような不正広告が普通のネットユーザ

ーに見れる状態になっていますので、どれだけ機能しているのかというのは非常に疑問が

あるところでございます。プラットフォームの広告管理の瑕疵が現状課題でございます。 

 

 次は広告主のリスクでございます。先ほど総務省事務局の説明でもちょっとございまし

たけれども、これ、日経の２月１１日の記事で、いわゆるフェイクサイト、広告を集めるた

めの偽記事サイトMFAが日本でも非常に増え始めております。これに対して、ブランド広告

主が広告を掲載してしまう。広告費を払ってしまう。このフェイクサイトの主宰者は、よく

わけが分からない事業者であり、海外であるケースもあると。これに注意しないと、広告主

はブランド毀損するし、当然フェイクサイト自体への資金供給になってしまうという事を
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日経は警鐘を鳴らしています。 

 ＭＦＡに関しましては、昨年から米国で非常に悪質な拡大が行われていまして、ちょうど

生成ＡＩの導入と並行して、広告収入目的の低品質なフェイクサイトが量産されている。そ

こに広告が配信されていると。実際、米国での報道ですと、１４０社を超える大手のブラン

ド広告主が知らず知らずのうちに信頼性の低いフェイクサイトに広告を掲載し、広告費を

支払っていると。 

 そして、こうした広告サイトに対して、広告を配信しているのは、ＧｏｏｇｌｅがＧＤＮ

という広告配信ネットワークシステムをグローバルで展開していますけども、その配信先

の中にＭＦＡ的なフェイクサイトが紛れ込んで、これが排除し切れてないという現状があ

るということを米国のニュースは指摘しております。 

 日本でも新聞協会様が先ほどの経産省のモニタリング会議に対しての意見書の中で、プ

ラットフォームの広告配信がフェイクニュースサイトを排除し切れてないんじゃないかと。

これは新聞協会が指摘した米国でのフェイクニュースに対しての広告掲載の状況でござい

ますけれども、「Ａｄｓ ｂｙ Ｇｏｏｇｌｅ」というクレジットがはっきり入った広告が、

これは主にトランプの恐らく右翼系のフェイクサイトに、普通、広告主が広告を出したくな

いサイトに掲載されてしまっていると。日本の企業も一部掲載されている。恐らくここに掲

載してほしいというニーズは広告主にございませんので、自動的に配信されてしまってい

るということかと思います。 

 これがなぜ起こるかというと、先ほどの総務省事務局の図を円形に変えたようなものな

んですけれども、非常に情報メディアの数は多く、数千、数万、ネット上にございます。そ

のほとんどが広告収入目当てで立ち上がっているメディア、もしくは広告収入を収入の足

しとしてコンテンツをつくっているというサイトでございますけれども、この多くが、やは

りＧｏｏｇｌｅが運営するＧＤＮ、ヤフーさんが運営するＹＤＡ等を通じて、当然Ｇｏｏｇ

ｌｅ内でのＹｏｕＴｕｂｅとかも含めてですが広告配信されます。ヤフーもヤフーニュー

ス等含めて配信されますけど、それ以外の多数のメディアもネットワークしております。そ

こに対して一括して発注すれば、いろんなメディアに広告が掲載できるという利便性が、広

告主からあればございます。 

 その結果、右下にございます拡大するフェイクニュースサイト、ＭＦＡ広告詐欺サイトと

呼んでおりますけども、ここに広告が配信されてしまって、広告主はブランドリスクに陥る

と同時に、広告費の無駄な消費、反社勢力への提供ということを生んでしまっているという
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現状がございます。 

 広告主はそういうことを一切気にしないで広告を出している。又は、気にはしているんで

すけど、把握する方法がすごく難しくて、先ほどのＧＤＮ等のＧｏｏｇｌｅの配信先という

のは数千ございますので、その配信先を行動ターゲティングで配信していきますので、その

配信先を把握しているという広告主は２割程度、７割は自分の広告が載ったメディアを知

らないと。これはマスメディアではあり得ないことなんですけれども、そういう状態が今の

ネット広告の品質管理でございます。 

 なおかつ、これを何とか排除しようとする努力を先端的な広告主さんはしているんです

けれども、やはりいたちごっこみたいな形で、先ほどのＭＦＡのように、生成ＡＩの技術を

駆使して、クライアントからこういうサイトに載せないでほしいと。これはサイト指名もご

ざいますし、ジャンル指名もございます。を擦り抜けて広告が入るようなつくりをしている

と。恐らく生成ＡＩを使ったコンテンツの構成をしたり、ＵＲＬの設定をしているんじゃな

いかと思いますけども、これが防げないという現状がございます。 

 いわゆる広告掲載の現場は、不正なサイトへの広告を求める不正勢力とそこのサイトへ

の広告を配信させないという広告主の意向を受けたプラットフォームのある部分、生成Ａ

Ｉ同士の戦いになって、最先端の戦いの場になっているんじゃないのかなと思います。やは

り広告へのコンプライアンス意識というのが広告主と、プラットフォームにないと、この駆

除はできないと思います。フェイクニュースに広告を載せるなということは大変難しい技

術的な問題かと思いますが、先ずは広告の出し手、送り手にリスク感覚がないとできません。 

 Ｇｏｏｇｌｅも「生成ＡＩの管理に関しては非常に難しいと。Ｇｏｏｇｌｅ個社だけで、

政治的なコンテンツ、合成されているコンテンツ、これはＭＦＡのことを言っていますけど

も、見極めることがなかなか難しい」と、ちょっと音を上げているようなコメントを経産省

の委員会では出されていました。 

 ただ、実際に広告を配信して広告配信手数料を取って、それでもうけているのがプラット

フォームでございますから、ここを共同でやらなきゃいけないということは当然なんです

けども、やはり情報基盤メディアとしての責任というのは逃れられないんじゃないのかな

と、豊富な収益があるわけですから、ここにコスト集中すべきじゃないのかと私は思います。 

 Ｇｏｏｇｌｅはきっちりしたところもございまして、先ほどのなりすましサイト等はこ

の３月から掲載を禁止するというガイドラインを米国で発表いたしました。恐らくこの手

の広告は、先ほどのようなものはＧｏｏｇｌｅ上では載らなくなるんじゃないかなと思い
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ます。そういうやるべきことはやっているんですけどなかなか追いついてない部分もある

ということでございます。 

 次に、アドフラウド、これはロボットクリックということで、人が実際クリックしてない

のにお金をロボットがどんどんクリックして取っていっちゃう、非常に悪のサイトでござ

いますけど、この部分は、私の後の小出様が詳しく御説明されると思いますけれども、１点

だけ、日本がアドフラウド率というのは一番高い市場でございます。ネット広告の市場とし

ては日本は世界第２位なんですけども、こういうフラウドとか、ブランドリスクというのは、

世界一のリスクが高い市場であるということは、日本のネット広告マネーを狙ってグロー

バルからいろいろ、フェイク情報発信元も含めて、広告収入を狙い始めているという現実が

ございます。 

 ヤフーさんも一生懸命これをコントロールしようとしているんですけれども、経産省の

会議では、「当局の対応も抑止力としては有効ではないかと。あと、広告主の意識改革とい

うのがないと、アドフラウド対策、ブランドセーフティー対策というのはやり切れない。当

社のみでは限界がある」というふうにちょっと弱音を吐いています。それだけ大変な事なの

かなと思います。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、ネット広告の配信エコシステムというのは、デジ

タルプラットフォーム自体の収益を最大化するエコシステムです。ゆえに、そこで手数料を

もうけているのであれば、やはりそこにコストをかけた責任管理が前提にあるんじゃない

か。前提として、情報流通の社会基盤としてのメディア責任意識というのがデジタルプラッ

トフォーム側に、より強化する必要があるんじゃないかという事を現場から見て感じます。 

 このまとめは後でお読みいただければ分かるんですけども、ユーザーから見れば、プラッ

トフォームだろうが、普通のニュースメディアだろうが、区別して見ていません。したがっ

て、アテンション・エコノミーとか、エコー・チェンバーとか、その辺の非常に炎上しやす

いネットのコンテンツに対して、それがフェイクか、炎上コンテンツであるかというのは、

普通のユーザーは私は見抜けないと思います。先ほどの投資詐欺広告被害が相当増えてい

るという警察、弁護士等のヒアリングを聞いても、やっぱり引っかかっちゃう人がいるんだ

ろうな。だから、当然フェイクニュースを信じちゃう人、クリックしちゃう人間も多いんじ

ゃないのかな。 

 広告主さんも、配信先を管理していると言うけれども、なかなか先ほどのＧｏｏｇｌｅの

事例のようにしきれてないケースが多い。ネット広告そのものの質という問題の在り方が
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やっぱり問われ始めているんじゃないのかなと思います。 

 これは何が引き起しているかというと、やはりネット広告の掲載先無視のクリック至上

主義。要は、クリックされれば、どんな広告メディアでも構わない、どんなコンテンツサイ

トでも構わない。クリック率至上主義。そこは個人ターゲットデータで、行動ターゲティン

グで追っかけていきますので、どんなコンテンツメディアに載ろうが、見ている人を広告が

追っかけます。こういうコンテンツを無視したネット広告のKPI構造、クリック至上主義と

いうのが背景にあるんじゃないかなと、その矛盾が出始めているんじゃないかと感じます。 

 あとは、やっぱりプラットフォームの安全管理でございますね。その問題意識の徹底が必

要なのかなと思います。 

 

 デジタル広告の質についてでございます。これもＪＩＡＡの調査でございますけれども、

メディアとしてのネット広告の、これは広告の信頼度ではなくてメディア情報としての信

頼度は４３.４％で、ほかのマスメディアに比べて１０％強弱いです。インターネットの情

報を信頼する条件のトップ３というのは、有名・信頼できる発信元、多くの人が使っている

情報、そして不快・不適切な広告が載ってない。これがそれぞれネット上の情報を信頼しま

すよという条件のトップ３でございます。やっぱり信頼性というのが非常に重要でござい

ます。 

 これは先ほども御説明しましたけども、ネット広告の信頼度というのは最低なんですけ

ども、もう一つの問題は、ＪＩＡＡが２０１９年から調査を始めていますけども、毎年、信

頼度が落ちている。マーケットは拡大している、市場は拡大しているのに信頼度が落ちてい

るという逆転現象が続いていると。これは早急に是正しなきゃいけない広告課題かと思い

ます。 

 何故ユーザーは、デジタル広告、嫌いなんだというと、クリックを誘導するようなギミッ

クですね。クリックを何とかしろというようなフォーマット、広告の形、広告の内容、さら

にターゲティングでございます。デジタル広告の場合は、メディアのユーザーをターゲット

することによってメディアの広告枠を買ってターゲティングすることよりも、個人情報、特

にＣｏｏｋｉｅを使って直接個人のネット上の行動を追跡して広告を掲載していくという

行動ターゲティングの広告が非常に多くございます。したがって、どのメディアを見ても同

じような広告が追っかけてくる。私の場合、投資広告詐欺を研究していたので、その広告ば

っかり追っかけてくるんですけども、このターゲティング手法への不快感というのが非常
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にユーザーには多うございます。 

 その辺も広告主さんも自覚されていまして、やはり嫌われないような広告の質というの

を考えていかなきゃいけない時期に来ているということを考える広告主が多いです。この

辺は次回、次々回等でのアド協さんのお話とか、ＪＡＡのお話の中でも詳しくその対応策が

出てくるかと思いますので、説明は割愛させていただきます。 

 広告というのは、私、四十数年、もう５０年近くやっていますけども、はっきり言いまし

て、メディアに対して広告を目的に来るユーザーというのはほとんどいません。やっぱりコ

ンテンツを目的に見に行って、そこで広告に触れて、気に入ると、見てみようかな、クリッ

クしてみようかなという。そうするとコンテンツが気に入らないと広告は無視されます。非

常に一体的な存在でございまして、不適切なサイト、フェイクとかアダルトサイトに有名な

ブランド広告が掲載されちゃいますと、大幅にブランドの信頼度は低下いたします。これも

調査データが発表されています。 

 同じように、逆に変な広告、先ほどの詐欺広告のような広告が信頼できるメディア、新聞

社とか雑誌社に掲載されてしまうと、メディアの信頼度が急激に落ちます。当然ＧＤＮ、Ｙ

ＤＡの広告配信というのは、ニュースサイト、新聞社サイト、雑誌社サイトも受けておりま

すので、時々そういうニュースメディアの広告掲載基準に合わない広告が配信されてきて、

その都度、配信先であるメディアが排除しているという二度手間の作業を行ってマスメデ

ィアが疲弊しているということをよくメディアの方はお話しされます。 

 これはちょっと宣伝になっちゃうかもしれませんけど、コンテンツがいい、信頼できる

我々のようなクオリティメディアコンソーシアムのサイトにおいての調査でございますが、

広告が信頼できる、サイトが信頼できるというのが、キュレーションとか、ＳＮＳ、ポータ

ルに比べて高い数字が出ております。 

 

 最後にデジタル広告の課題と現状についてでございますけれども、世界とかなりギャッ

プがございます。これは世界共通でございますけれども、デジタルメディアの利用時間、こ

れ左側の図でございますが、コンテンツを見に行くというのが６６％、あと、検索とかソー

シャルメディアというのが３４％。これは世界の平均時間でございます。これは利用時間。

右側が広告費の投下です。逆に、コンテンツメディアには４０％、Walled Gardenと言いま

すけども、いわゆるプラットフォームメディアに対しては６０％の広告費が全世界で配分

されているという現状がございます。非常にプラットフォーム広告が強いです。 
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 特に、日本の場合、コンテンツメディアに対しての広告配信というのは非常に費用的に少

ないです。米国ではデジタル広告費の２０％はコンテンツメディアに配信されていますけ

れども、日本では、日本の広告費の中で、マスメディア関連のデジタル広告費ということで

出ていますけれども、２％です。１０分の１の比率の広告費しかアメリカのコンテンツメデ

ィアに比べて広告配信を通じてコンテンツメディアの広告費として入ってない。イコール、

非常にプラットフォーマーが広告の収入比率が高いというのが実態でございます。 

 その理由は、先ほども総務省事務局からの御説明がありました、運用型広告市場、いわゆ

るオークションで価格を決めて、掲載メディアを決めずにデータターゲティングで、個人と

いうよりも個人ブラウザに対して広告を配信するという手法が非常に日本では強いからで

す。８０％がこの手法を使っております。 

 この課題というのは、次のページでございますけど、マーケットでメディアを指定せずに

広告主が広告を発注します。米国の場合は、運用型広告でも、ＰＭＰといって、メディアを

指定して広告を配信する運用型広告でございますが、これが５０％を占めています。日本で

は、メディアを指定する広告というのは数％しかないんじゃないかな。ほとんどはオープン

マーケットプレイス、メディアを指定しない広告で、広告取引市場が成り立っております。 

 そこではコンテンツメディアの質ではなくて、人の行動データで人を追いかける広告と

いうのが主流で商いをされています。そのため、多くは、広告掲載メディア面というのは無

視すると。その中にフェイクニュース、フェイクサイト、炎上サイトが紛れ込んで広告収入

を上げているという現状がございます。 

 これはやっぱり広告の今の収益システムがクリックに対して課金されるというエコシス

テムで、ユーザーが広告を見るだけでは広告費は殆ど発生しません。そうしますと、たくさ

んのサイトに広告をばらまいて、クリックされたときに広告料を払えばいいという。その中

にばらまく中にフェイクサイトも入ってしまっている。海賊版サイトも入ってしまってい

る。それをプラットフォームがコントロールし切れてない。プラットフォームというか、配

信アドネットワークがコントロールし切れてないという現状がございます。これはよく業

界では「焼き畑広告」と呼びます。クリックを生む畑を焼いて、次の畑に行くという意味で

ございますけども、いわゆるネット広告の基本的なクリック中心の構造というのが、フェイ

クに対して一部の資金提供をし、その生き残りみたいなものを助けちゃっている部分もあ

るのかなと。そういう構造的な要因があると私どもは判断して、何とか日本でもＰＭＰをき

っちりと発展させたいということでクオリティメディアコンソーシアムに取り組んでおり
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ます。最後に１０月にコンソーシアムメディア加盟３０社連名で発表した「クオリティメデ

イア宣言」で我々の考え方を資料に掲載しておりますので是非ご一読賜れば幸いです。 

 以上、私からの説明はこれで終わります。そのほかの説明資料は後でお読みいただければ

と思います。 

 どうもちょっと時間オーバーして申し訳ございません。ご清聴ありがとうございました。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。それでは、ただいまの長澤様からの御発表につ

きまして、御質問、御意見のある方はチャット欄で私にお知らせをいただければと思います。

いかがでございましょうか。大体１０分程度を予定しておりますが、チャット欄で私にお知

らせいただければと思います。 

 森構成員、お願いします。 

【森構成員】  長澤さん、御説明ありがとうございました。本当に何というんでしょうか、

以前もお話を伺う機会が度々あったんですけども、今の状態がどれだけ深刻なのかという

ことがよく分かりました。驚きました。最初に、非常に簡単なことで申し訳ないんすけど、

３５ページとか３６ページにプラットフォームと特定といいますか、一般コンテンツの違

いというものを数値的にお示しいただいた円グラフがあったと思うんですけれども、あれ

を御説明いただいてもよろしいでしょうか。 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  まずこれから行きますね。左側の図

は、見る時間ですね、まずこれは、プラットフォーム、これはＳＮＳを含むプラットフォー

ムを、デジタルユーザーが見る時間というのは３４％。いわゆる純粋のニュースとかコンテ

ンツを６６％がコンテンツを見に行くと。ただし、広告費は、右側のように６０％がプラッ

トフォームメディア、検索であり、ここには、ＹｏｕＴｕｂｅ等SNSも入っています。コン

テンツサイトに対しては４０％の広告しか入ってない。ユーザー視聴時間配分とネット広

告費構成にずれがあります。プラットホーム広告有利の構造です。 

【森構成員】  ありがとうございます。 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  その次のこれのほうが分かりやすい

んですけども、そういう運用型広告、プラットフォームが介在する運用型広告においては、

非常にプラットフォームホーム優先の広告配信になりがちだと。やっぱりサーチとか持っ

ていますし、SNS等ページビューも多くございますので、なかなかコンテンツメディアに広

告が入ってこない。メディア指定されませんので、少ないということでございます。 

【森構成員】  なるほど。ありがとうございます。私がお聞きしたいのは、コンテンツメ
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ディアとお書きいただいているものの典型を幾つか挙げていただいてよろしいですか。 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  新聞社サイト、雑誌社サイト、あと、

ネットにおいてきっちりコンテンツを管理して、いわゆるＳＮＳではない編集、取材したコ

ンテンツのサイト、これをコンテンツメディアと称しております。 

【森構成員】  なるほど、ありがとうございました。そうすると、左側はある意味ＣＧＭ

と言ってもいいということですね。 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  そうですね。それが非常に多いです

ね。 

【森構成員】  なるほど、分かりました。ありがとうございました。 

 あと３８ページをお願いします。これは長澤さんにとっては、現時点でのライフワークと

いうか、本当にそういうものになっていて、当然のことだと思うんですけど、すいません、

ちょっとよくこの辺のことが分からない我々向けに、ＰＭＰ、結局これはＰＭＰが非常に米

国においてはよく認知されていて、いいメディアであって、そういうところに広告主として

も広告を出したいと思っているから広告ポートフォリオをそうしましょうという話になる

わけなんですけれども、米国でのＰＭＰの育て方でもいいですし、長澤さんがお考えのＰＭ

Ｐをどうやっていくかということでもいいんですけれども、少しを御説明いただければと

思います。 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  米国の場合は、非常にやはり企業の

広告戦略に対しての監視というのが、これは消費者とか消費者団体を含めて厳しいです。し

たがって、変なフェイクメディアに広告載っていて、例えば、今、大統領選挙で様々なフェ

イクメディア出ておりますけど、そこにある企業の広告が載ると不買運動が起こるという

ような、広告に対してのブランド維持の感度というのが広告主もユーザーも非常に高いで

す。そのため、安全を図る意味でも広告メディアはあらかじめ指定して広告が出稿できるＰ

ＭＰに広告が流れる。これは当然株主の企業価値評価にもネットトラブルが起こると影響

いたしますので、広告戦略にも、株主他ステークホルダーの強い監視か及んでおりますので、

そこに対して非常にデリケートに管理している。 

 したがいまして、日本でも、外資系のＰ＆Ｇさんとかネスレさんは極めてメディアに関し

ての選択を厳しくしながら広告を運用されています。 

 日本では、やはり日本の、森先生よく御存じだと思うんですけども、ネット広告というの

は、どちらかというとチラシ的な販促から発生をして広告費が伸ばしてきています。したが
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って、テレビをやっているようなブランド広告主のブランド構築というよりも、物が売れれ

ばいいんだというようなＥＣとか、もしくはスマホゲームのダウンロードとかそういうと

ころが中心、、そういう成果報酬型の広告主が非常に多くて、そこから市場が発展していっ

て、その後にブランド広告主が追っかけていったということで、現状でもかなり成果報酬だ

けを求める広告主が多いんです。その結果、どこに載ろうがクリックがあればいいんだとい

う考え方、やり方がなかなか変わらないということで、私どものＰＭＰクオリティメディア

コンソーシアムとか、あと、テレビだとＴｖｅｒさんですね、キー局含めた局さんのコンテ

ンツを出して信頼できるPMPなのですけれど、なかなか広告ははっきり言って苦戦をしてお

ります。これを何とか変えていきたいな。そうしないと、新聞、雑誌のデジタル購読が利用

者の主軸になり、又テレビの同時配信等が始まったときの広告状況がどうだなってくるの

か。それを仮にプラットフォーマーの運用型でＹｏｕＴｕｂｅと同様に仕切っていくとい

う話になると、フェイクニュースやフェイク広告の氾濫を排除できず相当社会的にセンシ

ティブなデジタル情報空間になるのではないか。やはりクオリティあるメデイアの情報軸

が必要になるんじゃないかと思い、広告側面で今 PMPに 必死で取り組んでおります。 

具体的にはコンテンツメデイア広告効果の具体的訴求＝ブランドセイフなり広告読了率の

高さなり広告接触後の行動率の多さなどを実データでバイサイドにアピールしていく、い

わゆる信頼コンテンツメデイアの広告に効果と安全性を愚直にアピールしていく、それを 

コンテンツメデイア一社毎ではなく有力コンテンツメデイアがまとまって行動していくこ

とが必須と考えています。ターゲットは広告主、最終ターゲットはユーザーです。我々の 

持っているのはコンテンツの影響力でありメデイアロイヤルユーザーの存在です。それを

武器に市場で競争していく。そんな競争戦略でPMPの橋頭保を築きたいと考えています。 

【森構成員】  なるほど、ありがとうございました。 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  個人の思いも入ってすいません。 

【森構成員】  いえいえ、大変よく分かりました。やはり重要なのは、広告主の意識とか

感性なわけですけれども、その背景に広告を見る消費者の皆さんのどんな媒体に広告が出

るかということの信頼感みたいなものがちょっと日米では違うということだと伺いました。 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  そのとおりです。 

【森構成員】  ありがとうございます。 

【宍戸座長】  すいません、時間の関係上、この後、クロサカ構成員、曽我部構成員、そ

れから水谷構成員の御質問を一括でさせていただきたいと思います。 
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【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  すいません。 

【宍戸座長】  とんでもないです。クロサカ構成員、お願いします。 

【クロサカ構成員】  御説明ありがとうございました。大変詳細な御説明いただきました。

今の森先生とのやり取り、最後の部分に続けての御質問になるんですが、今、ＰＭＰを日本

で普及させていくに当たって広告主の意識改革が必要であると。これは非常に重要な御指

摘だと思っていますし、私も賛同するところでございますが、それを決して否定するもので

はなく、それ以外の視点という意味で、広告主以外のステークホルダー、とりわけＧｏｏｇ

ｌｅやヤフーといったアドネットワークを運営されている方々、こういったところである

とか、広告代理店であるとか、こういった様々なステークホルダーが日本においてＰＭＰを

普及させていくに当たって、今、どのようなスタンスでいられるのか、あるいはどのように

変革してくれると長澤さんがお示しいただいたＰＭＰの普及が進むのかということをお考

えをぜひ伺えればと思います。よろしくお願いいたします。 

【宍戸座長】  曽我部先生、お願いします。 

【曽我部構成員】  ありがとうございます。京都大学、曽我部です。御報告どうもありが

とうございます。私は２点あったんですが、１点は、先ほどの森先生、それからクロサカ先

生の御質問と重なりますので、もう一つのほうをお伺いしたいと思います。まさに今映って

いるこのページとの関係で、アメリカではＰＭＰの割合が高く、広告主がメディアを指名し

て広告を出すという傾向が日本と比べて非常に強いということなんですが、それとフェイ

クニュース等々の関係についてちょっと疑問に思ったのです。アメリカの場合、かなりメデ

ィアも分極化していて、政治的傾向が非常にはっきりしており、著名なメディアでもフェイ

クニュースを拡散しているのではないかと言われるようなものがあると聞いておりまして、

そういう意味では、アメリカではフェイクニュースと広告の関係というのは日本とちょっ

と違うあらわれ方になっているのかなと想像したりもいたします。今日の御報告の範疇を

超えることかもしれず恐縮なんですが、もしその辺りで御存じのことがあれば教えていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。あともう１点、水谷構成員から御質問が来ており

ますが、これは私が読み上げたほうがよさそうですね。 

水谷先生からの御質問は、既存のメディアを支えてきた広告システムにおける信頼性担

保の仕組みがデジタル広告システムの台頭によってどのような影響を受けているのかとい

う点についての御質問になります。既存メディアの広告システムが収益の規模と効率性の
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観点からデジタル広告システムにのみ込まれつつあるのではないか。それに伴ってアテン

ション・エコノミーが伝統的メディアものみ込んでしまうのでないかということを危惧し

ております。長澤様の見立てを教えてくださいということです。 

 ちょうどこの３つの御質問はそれぞれ相互に関連すると思うのですけれども、長澤さん

のほうから、申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  分かりました。まず最後の水谷先生

の御質問でございますけども、デジタルエコノミーにマスメディアの広告の特に信頼性を

担保する仕組みというのは、ＪＡＲＯとか、ＡＢＣ協会とか、ビデオリサーチとか、第三者

機関を立ち上げて信頼性を確保してきたわけなんですけど、その仕組みがデジタル広告で

は機能しておりません。そのために、この後お話しするＪＩＣＤＡＱというのが成立したわ

けなんですけど、これもこれから本格的に機能させないといけないということで、いわゆる

マスメディア広告の、及び情報の信頼性を高めるためにつくった仕組みというのがデジタ

ルにおいては陳腐化しちゃっているというんですか、機能してないというのは事実でござ

います。その結果、広告費も、これ広告費がネット広告に流れたからそうなっているという

ことかもしれませんけれどもアテンションエコノミーに広告の仕組み毎のみこまれていま

す。それが実態かと感じております。 

 ２番目の曽我部先生のフェイクと広告の関係で、米国において、私もあまり分からないん

ですけれども、ただ、フェイク情報に広告が載ることに関しての拒否感というのは非常にブ

ランド広告主は強いと。これは政治的な部分を含めて、やっぱり中立でいたいと。別に特殊

な広告で、トランプ支持の広告主等は出しているケースもあるようですけど。 

 それと、日本と同じようにＭＦＡ、これは政治的なフェイクじゃないんですけども、広告

のフェイクなんですけれども、広告の詐欺サイトに近いんですけど、ここでも日本と同じよ

うなクリックされればどこに載ってもいいんだというＫＰＩを追っかける広告主も結構い

ると。この辺が全米広告主協会でも問題になって、それでいいのかと、クリックだけ求めれ

ばサイトの質はいいのかという課題が議論されて、いろいろなフェイクサイトのＭＦＡの

規定とか、その辺を発表を全米広告主協会がしております。日本にもその辺は、これはアド

協さんに聞くとよく分かりますけれども、お話が伝わってきています。 

 最初のクロサカさんの話でございますが、PMPの普及条件についてです。やはりクオリテ

ィコンテンツメデイアの運営には人材、コストがかかります。取材、裏どり、編集、考査、

等検索やSNSなどの自動生成コンテンツ、投稿コンテンツとはコンテンツにかけるコストが
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違います。そこに信頼性や読者、視聴者のコンテンツメデイアへのロイヤリテイが生まれま

す。これがメデイア価値でありコンテンツメデイア広告価値です。我々クオリテイメデイア

コンソーシアムはその価値を最大限に広告主や広告会社に理解される広告商品を販売して

おります。やはりコンテンツの信頼性は、これは年齢層によっても違うんですけれども、ま

だニュース、やコンテンツ等既存のマスメディアサイトもしくはそのＯＢがつくったサイ

トが非常に高うございます。その価値を自動生成サイト等と同一基準で価値付けしてオー

クションで自動的にバイサイド（広告主）に提供していくオープンマーケットプレイス型の

運用型広告市場を主として主宰し、そのあまたのサイトを差別化、信頼性確認をせず販売し

ていくGoogleやLINEYahoo!、Metaとは基本的に相容れません。ヤフーニュースのコンテンツ

利用料をめぐるコンテンツメデイアサイドとYahoo!サイドのコンテンツ価値感の相違は公

正取引員会の意見表明のとうり埋めがたい溝が存在しているのが現実です。広告会社です

が日本では電通、博報堂等広告会社はメデイアと共にマスメディアの信頼秩序を創ってま

いりました。ここに日本の広告産業の発展の礎があります。しかしデジタルメデイアにおい

てはより広告作業の効率性追求に舵を切っております。マスメデイア時代と違い説明に手

間暇かかるクオリティコンテンツメディアの価値訴求については中軸とせず、手離れが良

く収益率の高いGoogle、Meta、ＬＩＮＥYahoo!のプラットホームの運用型広告をDXを活用し

て自動的に集中販売する戦略を基本戦略においております。背景に広告主のデジタル化に

おける広告費効率化へのニーズがあります。この効率化効果こそデジタル広告のシエアを

最大にしたエンジンですから。 

広告主のデジタル広告の価値観については次の検討会でアド協の山口様が語られると思い

ます。又、クロサカ先生が主導されるOPプロジェクトはPMPを構成するコンテンツメデイア

の記事というのが、純正な記事であるのかと、本当そのコンテンツサイトがつくった記事な

のか、フェイクなのか、これを見分ける手段、これがＯＰプロジェクトだと思いますけれど

も、ＰＭＰにとってはＯＰプロジェクトというのは追い風になるんじゃないかとは思いま

すが「純正なコンテンツ」をメデイア価値、広告価値として市場が認めるのかは現状のデジ

タル広告のオープンなクリック成果モデルが圧倒的な主流を占めるプラットホーム中心の

非情な広告エコシステムにおいて確信が持てません。あと、広告に関しては、広告主が本当

にこの広告出しているんだと。先ほどのトヨタのような、全然関与してないのにトヨタの名

前が使われているというようなフェイク広告が排除できますので、そういう技術的なマー

ク的なもので消費者リテラシーで確認ができるという仕組みというのがあるといいなとは
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思いますがそのコストを誰が負担するのかがアドベリフケーションのコスト負担主体論と

同様に難しいと思われます。 

 今はPMPはメディア指定ということでやっておりますけど、そのメディアが本物なのかど

うかというのは、いずれフェイク情報の発達、生成ＡＩ悪用で分からなくなるリスクという

のを私は感じております。特に生成ＡＩが既存のコンテンツをどんどん食っていますので、

それが発信されてくると、本物か本物じゃないか分からなくなる可能性、そうするとＰＭＰ

が成立しなくなる可能性がありますので、それを見分ける方法があるといいなあとは思い

ます。但し「本物が価値になる」情報価値観がデジタル情報でもデジタル広告でも醸成され

ていかないとフェイク情報もフェイク広告もなくならないと思います。これがプラットホ

ーム任せでできるのか、欧米のように制度介入が必要なのか、は私見では日本の現在のプラ

ットホームの広告安全管理に関する治外法権的実態を見ると広告安全管理においては後者

の検討は必要とは思います。それは生成AI時代を透視すると急ぎます。これでクロサカ先生

へのお答えになっているかどうか不安ですが以上でございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。時間が限られておりまして、慌ただしくて申し

訳ありません。しかし、非常に貴重なインプットを頂いたと思います。どうぞ引き続きよろ

しくお願いいたします。 

【クオリティメディアコンソーシアム（長澤氏）】  よろしくお願いします。ありがとう

ございました。早口で申し訳ございません。 

【宍戸座長】  それでは、続きまして、今のお話にもありましたＪＩＣＤＡＱ、一般社団

法人デジタル広告品質認証機構様、具体的には小出様から資料１１－３により御発表いた

だけるものと伺っております。こちらも２５分程度でお願いいたします。 

【デジタル広告品質認証機構（小出氏）】  ただいま紹介いただきました小出と申します。

私からはデジタル広告の課題とデジタル広告品質認証機構、通称ＪＩＣＤＡＱについて御

説明します。 

 自己紹介ですが、ＪＩＣＤＡＱの事務局長と、広告主の団体であります日本アドバタイザ

ーズ協会（JAA）の客員研究員をやっております。 

 キャリアとしましては、資生堂に入社をして１９９０年前後の5から６年ほどマスメディ

アの全盛の頃に宣伝部門で担当者をしていて、またこの１０年、オウンドメディアのＳＮＳ

やコーポレートサイトと、マスメディア及びデジタルメディアの広告出稿などを担当する

部門を率いておりました。その後、ＪＩＣＤＡＱを立ち上げるというミッションを持ちつつ、
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アドバタイザーズ協会に常務理事として出向しＪＩＣＤＡＱの立ち上げに関わり、現在、事

務局長を務めております。 

 今日は、画面のような流れで御説明できればと思っております。後半部分、ＪＩＣＤＡＱ

が直面している課題を御理解いただくためもあって、冒頭の総務省さんのお話の説明のス

ライドと若干かぶる部分ございますが、御容赦いただければと思います。 

 先ほど長澤様からもお話がありましたように、非常な勢いでデジタル広告が伸びておる

わけですけれども、先週発表になった電通さんの日本の広告費の２０２３年版ですと、イン

ターネット広告費に対してマス４媒体の合計が３分の２ぐらいになってしまったというよ

うな感じになっていると思います。 

 デジタル広告の種類としては、先ほど来お話あるように運用型と予約型広告があり、それ

ぞれバナー、静止画、動画広告もあるんですけれども、運用型の広告の中では検索連動型広

告がやはりかなりの勢いで伸びているということと、先ほど来話ありました８５％ぐらい

が運用型の比率になっているというようなことであります。 

 何でこんなにデジタル広告が伸びたんだろうかと広告主の視点から考えますと、やはり

この１０年、２０年、企業や団体における経営効率というのが経営の上ですごく重要視され

てきたということがあると思います。その中でデジタル広告が持っている長所としてここ

に書き出しているような各要素が経営効率の追求に非常に合致していたということがあっ

たのではないかと個人的には分析しております。 

 ただ、急成長の中で裏に潜むこの問題事象というものの存在認知というのがなかなかさ

れないできたのがデジタル広告登場後のこの２０年ぐらいかなと考えております。 

 アドフラウドとか、ブランドセーフティーという課題への対策として作られたのがＪＩ

ＣＤＡＱなんですが、問題自体は、早く２０１０年代の前半ぐらいからいろいろと言われて

いたようなんですけれども、大きく動くきっかけになったのは、７年ほど前のＰ＆Ｇのトッ

プの方のスピーチで、非常にこれは問題だということが世界に対してアピールされたとい

うようなことがきっかけだと聞いております。 

 その後、１年、２年の間に東洋経済さんやＮＨＫさんでもこれらは取り上げられて、一部

の広告主においては非常に問題視をするような動きが出てきたということが言えると思い

ます。 

 そこで、アドフラウド、これについては既に御説明あったと思うんですけれども、自動化

プログラムなどによって無効なインプレッションやクリックを発生させて、広告主から不
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当に広告収入を得る悪質な行為ということで、クリックもそうなんですけれども、インプレ

ッション、すなわち露出においても同様の問題事象がある可能性があるということです。 

 ちなみに、先ほど伸びてきたとお話した検索連動型広告でもアドフラウドにあっている

ことが多いのですが、この辺は、意外と認識してない広告主も結構多いということが最近も

話題になっておりました。 

 アドフラウドの状況としては、先ほど長澤さんのスライドにもございましたように、日本

はあまりいいような状態ではなくて、これはアドベリフィケーション事業者、すなわち対策

ツールをビジネスにされている会社のＩＡＳさんのデータですが、日本はあまりいい状態

にないというデータが提供されております。 

 これに関連して、昨年、ちょうど１年前、日本経済新聞社さんも広告閲覧水増し詐欺拡大

というタイトルのもと、２０２２年は国内で１,３００億円規模の被害があったのではない

かと推測されているとして、より構造的な対応が急がれるという報道がなされておりまし

た。 

 もう一つ、私たちが認証領域として持っているブランドセーフティー、言い換えれば、ブ

ランドの毀損問題なんですけれども、これには２つの問題側面があると考えていただいた

方が適切かと思います。１つ目の問題として広告主は変なサイト、例えばアダルトサイトで

あったり、暴力・違法薬物サイトであったり、様々なジャンルのサイトがあるんですけど、

ここに広告が掲載されてしまうと自社のブランドのイメージが傷つくので、そのような掲

載は避けたいというようなことがあります。 

 もう一つ、広告主サイドとしては捉えなきゃいけないブランドセーフティ問題は、レピュ

テーションリスクだと思っております。海賊版等の違法サイトや反社会勢力サイトに広告

が載ってしまうと、その広告費によってそのようなサイトを運営している人たちを支援し

てしまうことになります。そうなると、世間から広告主は一体何やっているんだというよう

なことになりますので、この部分を広告主としては重要に考えなきゃいけないと思ってお

ります。 

 このブランドセーフティーという部分に関しても、先ほどのＩＡＳさんのデータですと、

日本は２０か国中２０位というような感じになっておりますので、あまりいい状態ではな

いかなと考えております。 

 これに関しても３年前に、今回の検討会のテーマに近い話ですが、デマサイトに大手広告

主の広告が出ていて、これは問題だとして読売新聞さんが記事になさっていました。やはり
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企業が配信先を把握していない中で、そのようなデマサイトに広告が出ていていいんだろ

うかというような問題意識から書かれた記事だと思うんですけれども、このようなことが

広告主としてもブランドセーフティー対策をしっかりやらなければいけない背景にあるの

かと思っています。 

 デジタル広告を出稿する中でなかなか認識されていない点が幾つかあります。１つは、コ

ンテンツサーバーと広告をサイトの面に対して送り込むアドサーバーというものが別々で

あるということです。、記事と広告が別々に管理されているということです。マスメディア

の場合や予約型のデジタル広告は、掲載メディアの新聞社さんや雑誌社さんが、どの広告主

の広告をどのページまたはどの面に収容するということをコンテンツ内容とともにコント

ロールされているわけですが、デジタル広告の運用型においてはコントロールされていな

いということを、意外と多くの広告主、特に管理職以上の方はあまり知らないというような

状況があります。 

 また、商流も複雑で、関与者の把握が難しいことがあります。これは冒頭の総務省さんの

図をイメージしていただければすぐお分かりになる話なんですけれども、マス広告をはじ

めとする予約型はシンプルだったものの、様々なデジタル広告を進化させていく過程の中

で複雑になってきて、アドネットワークというプレイヤーが出てきたり、アドエクスチェン

ジという役割の事業者が出てきたり、それからデータエクスチェンジという存在が出てき

たり、冒頭御説明があったようなＳＳＰやＤＳＰという事業者が出てきたことによって、左

側の広告主サイドから右側のパブリッシャーサイド、すなわち媒体者に向けて様々なルー

トでどうプレーヤーが関わっているかということについて、このページのようなカオスマ

ップといわれるような状況になっています。このようにいろんなプレーヤーが絡んでいて

商流が把握ができないというような事態になっているわけです。 

 このページにあるような掲載におけるマス広告とデジタル広告の違いを、広告主の様々

な階層の方が多分理解していないのではないかと感じており、私たちとしてはこれを問題

と感じています。 

 マス広告においては、どこにいつ出るかというのは事前に分かっていますし、どのように

出るかも分かっていますし、どのメディアに、どの広告会社経由という商流もあらかじめ分

かっていたりするわけですけれども、デジタル広告の大半を占める運用型は、先ほどのよう

な仕組みの中で、どこに出ているか分からない、どのように出ているか分からない、どのプ

レーヤーがどう関わっているか分からないというような状況です。本当は広告主サイドと
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しては、マス広告の常識が通用しないと考えた高いリスク対応意識が必要なんですが、あま

り感じていらっしゃらない広告主も結構いるというところが業界全体の１つの課題かと考

えています。 

 広告主サイドの対策は、ここに挙げておりますように、ブロックリストとか、セーフリス

ト、すなわち出したくないところをリストアップしてはじいていったり、出したいところだ

けピックアップしていくということや、先ほど長澤さんから御説明があったＰＭＰという

ようなもの、それから、実際に対策のためのツールであるアドベリフィケーションツールを

導入して費用をかけて対策するというようなものもあります。ただ、それぞれ単価が上がっ

てしまったり、ブロックリストやセーフリストを使った配信をするといってもマンパワー

や費用が必要ですので、なかなか十分に対策ができるという広告主がいるというわけでは

ないという状況が業界的にあります。 

 ですので、対策にコストをかけられない広告主もリスクを減らせるようにという観点か

ら、この課題にきちんと向き合って問題のある広告露出にならないように対策を講じてい

る事業者を広告主が簡単に選ぶことでリスクを減らす出稿ができないのか、という考えの

もと３年前にできたのがＪＩＣＤＡＱということになります。 

 ＪＩＣＤＡＱの会員構成ですがこの後の、３月１５日、それから３月１９日にそれぞれ発

表なさる、広告３団体が会員で理事はこの３団体からそれぞれ１人ずつ選出されておりま

す。 

 この３団体以外には、該当する企業が認証に値するかどうかを検証する機関として、雑誌

や新聞の部数を考査している日本ＡＢＣ協会が検証確認機関として加わり、このような構

図の下にＪＩＣＤＡＱは運営されております。 

 ＪＩＣＤＡＱがどのようなことを行っているのかということですが、基本、冒頭のほうで

も説明がありましたが、ＢｔｏＢの取引を対象としている団体であります。デジタル広告の

掲載品質に関わる業務プロセスの認証基準、これをＪＩＣＤＡＱが持っております。これに

沿った業務を行っている事業者、この場合、広告会社から広告取引仲介業者やプラットフォ

ーマー、メディアなどの様々なプレイヤーの業務品質を認証して、事業者名を公開するとい

うことを通じて、広告主が安心して取引できる広告事業者を選びやすい状態をつくること

がＪＩＣＤＡＱが行っていることになります。 

 対象ジャンルとしましては、無効トラフィックとブランドセーフティーになるんですが、

アドフラウドを含む無効トラフィックと言っておりますのは、実は無効トラフィックには、
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悪意のあるアドフラウド、すなわち広告詐欺以外に、検索結果の順位の算定など、算出など

に必要なトラフィック、例えばＧｏｏｇｌｅさんのクローラみたいな悪意のないものも含

まれています。人が見ていないということでこれらも広告的に無価値なので、両方を合わせ

た全体で無効トラフィックを排除するというような認証分野としています。 

 認証基準、細かくは御説明しませんが、それぞれ無効トラフィックとブランドセーフティ

ーの分野ごとに、図表のような形で御用意しております。主な検証の対象は基本、ポリシー

や、契約書・同意書、業務マニュアル、業務フロー、それからある種のシステムなどを入れ

ているかどうかというような仕組み全体です。これをＡＢＣ協会が検証して、ＪＩＣＤＡＱ

が認証する動きとなっています。 

 登録事業者と認証までの流れなんですけれども、まずはＪＩＣＤＡＱに登録していただ

き、ＪＩＣＤＡＱへそれぞれ下部に記しているような登録料をお払いいただいて、ＡＢＣ協

会の検証を受けて、ちなみに検証料も有料です、その後、認証を取得するというような３段

階のプロセスの下、上に書いてありますような１から４の様々な事業者さんが今ＪＩＣＤ

ＡＱに登録し、認証を受けていらっしゃいます。 

 現時点でＪＩＣＤＡＱにどのぐらいの数の事業者が登録しているかというと、今年３月

１日時点で１６４社・３６４認証となっています。１社で、２分野取っている、それから１社

で広告会社の機能とメディアの機能があるというような会社もございますので、登録会社

数の２倍強の認証数となっています。 

 登録に関しては現在１８４社ですので、認証の１６４社との差分が現在認証獲得を目指

している事業者というような関係になります。 

 あと、賛助登録という、具体的にはデジタル広告の売買等をビジネスにしていないものの、

この仕組み全体を応援しようというような形で登録料相当額を支援いただいている会社さ

んが御覧の３社さん、主に調査会社さんですけれども、いらっしゃいます。 

 認証を取ると、下のようなマークをＪＩＣＤＡＱからお渡しして、名刺とか、サイトとか、

それからセールスシートなどで御活用いただくというような仕組みになっています。 

 ＪＩＣＤＡＱが目指しておりますフローというのはこの図のようなものになります。や

はり左側にございますように、広告主が起点かと考えております。デジタル広告の発注先が

認証を取っているかどうかということを広告主が留意することによって、事業者自身が認

証基準を満たすように努力し、認証を取るという具体的な行動に結びつく場合も多いと思

います。 
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 そうすることで、実際、デジタル広告の掲載品質が業界全体で向上するということにつな

がります。現実、ＪＩＣＤＡＱが立ち上がった３年ほど前は、様々な入れておくべきツール

が未対応であったり、確認すべき危ないサイトのリストのチェックが不十分であった会社

さんとかも数多くいらっしゃったのですが、認証を取るためにこれらを整えられたという

会社さんも多くいらっしゃいますので、結果として市場全体のリスク対応が進んだ部分が

あるかと考えています。 

 ＪＩＣＤＡＱが目指しているのは、安心してデジタル広告の取引ができる、広告主にとっ

て、そういう世界をつくることであり、その上で認証事業者さんに広告発注がシフトしてい

き、業界全体でよりいい循環が回っていくというような世界を目指しております。 

 今必要と考えていますのは、発注者である広告主の意識の変革と知識の充実です。ＪＩＣ

ＤＡＱとしては、広告主に向けての啓発活動と枠組みづくりを進めております。広告主に向

けた登録アドバタイザーというもので、ＪＩＣＤＡＱの趣旨への賛同を表明いただき、その

うえで原則として、ＪＩＣＤＡＱ登録認証事業者に広告を発注することをそれらの広告主

企業さんに強く推奨しています。登録料は無料で現在、１３３社を登録アドバタイザーとし

て掲載しております。 

 一方で、サポート官公庁制度というのも実は１年ちょっと前ぐらいに始めました。省庁さ

んや自治体さんで広告主としてデジタル広告の発注元という存在も結構いらっしゃる状況

があります。こちらも登録料は無料ですが、官公庁の皆様については、入札系の関係もあり

ますので、認証事業者への発注の強い推奨というのは難しいんです、ただ、やはり官公庁の

皆さんもデジタル広告のリスクというのを正しく把握していただき、危ないからデジタル

広告は出さないでということではなくて、正しくデジタル広告のリスクを認識した上で出

すというアクションをとっていただくためにも、知見の提供という目的でサポート官公庁

制度というのを設けています。 

 登録アドバタイザーやサポート官公庁に向けては、デジタル広告に関する知見の提供の

機会として、ここに御覧いただいているような講座とか、セミナーとか、メールマガジン等

の情報提供をしています。総務省さんの検討会ですので、お力添え期待も含めてコメントし

ますと、デジタルサポート官公庁制度が広まらないという課題がございます。いろいろとＪ

ＩＣＤＡＱとして広告もやっているんですが制度の認知が広がっていない問題に加え、自

治体さんですと担当部門が明確でない、当事者がいないというような感じが多く、自治体内

の様々な部門で広告をやってるものの、この制度への対応とか、セミナーを受けるためには
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どこが音頭をとればいいか分からない、またなかなか新規の案件は難しく、内部調整しにく

いなどの理由からサポート官公庁が増えないということがちょっと悩みになっております。 

 最後に、広告掲載として正しい、すなわち今回のフェイクニュースに関わるようなブラン

ド毀損につながるサイトやコンテンツに広告が出ない行動をどうつくっていくかに向け、

課題となっている３点についてコメントしたいと思います。 

 まず１点は、この３年間ほど様々な形で広報・広告をやってまいりましたが、まだ問題を

知らないという広告主さんが結構いらっしゃいます。これが１点目の課題です。 

 それから２点目は、現場の担当者は問題であることを知っているが、費用、コストが必要

な問題ゆえ、、ある程度以上の上位職の方でないとそのアクションとか取れない。その一方、

解決できる立場の人は問題を理解していない状態にあるという課題。 

 ３点目は、先ほど来クリック市場主義という言葉も出ていますが、よい広告活動というも

の自体がちょっと変質してしまっているんじゃないかという課題です。 

 １つ目のまずよく知らないという点ですが、ＪＩＣＤＡＱが毎年行っている調査では御

覧いただいていますように、無効トラフィック、ブランドセーフティーの認知が一番低いの

は残念ながら広告主となっております。また、対策についても広告主が一番遅れているとい

うような状況です。 

 ２点目の、解決できる人に伝わっていないという部分ですけど、やはり現場担当者ではＣ

ＰＣやＣＰＡとかの単価ダウン、それを達成すればするほど褒められるということの中で

こればかりを追いかけがちになっています。そのなかで会社の評判悪化、ブランドイメージ

の低下懸念などにはなかなか意識が回らない状況が生まれます。かつての新聞・雑誌ですと、

手元にすぐ掲載紙があって、こんなところに出ていてどうするんだというような話が会社

内ですぐ広まったものですが、デジタル広告ですと、どこに出ているか本当によく分からな

い。、全てチェックできるわけでありませんので、自分の会社の広告がどんなところに出て

いるか、トップも含め把握できていないなか、どんどん事態が進行し、深刻化している状態

だと感じています。 

 加えて現場のレベルでは対策コストの捻出・確保がなかなか難しいので、マス広告とは違

うんだ、デジタル広告はどこに出るか分からないものなんだということを経営層が知った

うえでしっかりコストをかけて対策を取ることが必要なのかなと思っています。 

 最後に、よい広告活動の品質ということなんですけど、広告というのは、先ほど長澤様の

お話にありましたように、届いただけではなくて、受け手に広告内容を受容してもらい、認
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知してもらい、いいイメージを持ってもらう、このようなプロセスを経て期待する効果が得

られていけるものだという認識です。しかし現在のデジタル広告の世界は、どちらかという

と左側のリーチ単価というようなものに随分偏った出稿形態になっています。運用型広告

ですと単にリーチ単価を下げていくという量的な側面に走りがちになってしまっていて、

どんな面に出ていたんだろうかとか、そもそもどんなクリエーティブが本当はいいんだろ

うかとか、受容性を高めるタイミングがどうなんだろうかという右側の質的な部分が、デジ

タル広告を出すという行為のなかで大分置き去りにされているのではないかと思っていま

す。 

 受容性を高めていくために広告ブランドに相応しい媒体に出す、相応しい面に出すこと

が大切です。そしてそこは時には単価が高いということは、新聞・雑誌やテレビなどにおい

ては非常に当たり前のことだったんですけれども、この点が大分忘れられてしまっている、

そんな印象を持っています。 

 あれこれ課題を述べてまいりましたが、デジタル広告を決して否定するとか使わないほ

うがいいということを私は申し上げているつもりはないんです。利点も多いし、活用すべき

と考えているんですが、マス広告との扱い方法の違いを認識しないなかでの活用が多いこ

とが問題と思っています。この問題解決のためには、広告業界の関係者、広告主や広告会社、

媒体社、それからプラットフォーム、仲介業者など、みなの協力が必要だと考えます。特に、

広告主のトップを中心とした正しい認識の獲得が必要だと思います。また、官庁・自治体で

もデジタル広告を使うということが増えてくれば、同じ構図のもと、同様の課題に直面する

ことになってくると思いますので、必要な知見を持っていただくように、このような検討会

を通じて総務省さんも含めて認識を持っていただければいいかなと思っております。 

 相当早口でしたけれども、私のほうからのプレゼンはこれで終了いたします。御清聴あり

がとうございました。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。時間にも御配慮いただき、ありがとうございま

す。 

 それでは、ただいまの御発表につきまして、御質問、御意見のある方はチャット欄で私に

お知らせをいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 森構成員、お願いします。 

【森構成員】  ありがとうございます。小出さん、御説明ありがとうございました。何と

いうんでしょうか、重要な取組について広く知っていただく、いいチャンスになったのでは
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ないかと思います。 

 私はやはり、このような取組を通じて、何とか広告主をいいメディアに誘導する、広告主

にメディアを選んでもらうということがアテンション・エコノミーに対する唯一の処方箋

ではないかと以前から考えております。それは前半の長澤さんのプライベートマーケット

プレイスのお話もそうですし、さらにＪＩＣＤＡＱの広告主に対してメディアのクオリテ

ィを可視化するということ、これで広告主がいいメディアを選ぶということを習慣として

いただくことによってアテンション・エコノミーの様々な課題に対して対応できるのでは

ないかと考えておりますので、引き続き御尽力をお願いしたいと思いますけれども、何とな

く認知度が上がらないということと、広告主に対するですね、それと、もう少し官公庁にも

乗ってきていただくというような、そういうことがあるかと思いますので、総務省でこのよ

うな大きな検討会で御説明もいただいたことですので、ぜひとも先生方もお聞きになって、

これはいいじゃないかと思っていただいて、拡散していただければいいんじゃないかと思

います。そんなこと言うと趣旨に反するようなあれかもしれませんけど。 

 いずれにしましても、私は、言い方はともかく、デマネタイゼーションということもそう

いうことかもしれませんし、また、長い間枠から人へということは言われていましたけれど

も、枠はどうでもいいんだと、人が肝腎だと言われてきましたけれども、やはりここに来て、

人よりもむしろ枠、どんなメディアかということを考えようということになってきました

し、何とか広告主を誘導する、広告をいいメディアに誘導するということが、健全性、サイ

バー空間の健全性の確保に最も直接的な効果のある方法ではないかと思っておりますので、

引き続き、ＪＩＣＤＡＱのお取組をお願いし、私も可能な範囲でお手伝いしていきたいと思

っております。 

 以上です。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。 

【デジタル広告品質認証機構（小出氏）】  どうもありがとうございます。エールいただ

き、ありがとうございます。 

【宍戸座長】  それでは、続いて水谷構成員からですけれども、チャット欄でお書きいた

だいたことを、私のほうから読み上げさせていただきます。 

最後の課題３で、よい広告活動の品質を挙げられておりますが、私も全く同感でした。ア

テンション・エコノミーの問題は、これまでの様々な仕組みで保とうとしてきた広告を含む

コンテンツの質の評価指標を大きく変容させてしまったという点だろうと思います。今後
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一層重要になるのは、いかにして悪貨が良貨を駆逐しないように、質の高い、信頼性の高い

広告主の広告を配信プラットフォーム上でどのように目立たせるか、あるいは消費者が良

貨と悪貨をプラットフォーム上で識別できるようにする仕組みだと思っております。その

ためには悪貨と良貨を区別する指標が重要になってくるように思いますが、広告主におけ

る質や信頼性の指標としてどのようなものがあり得るでしょうか、御知見をお伺いできれ

ばと思います、ということでした。よろしくお願いします。 

【デジタル広告品質認証機構（小出氏）】  広告主による質の指標とのご質問ですが、い

ろんな意味での質というのがあると思うんですけれども、ちょっとそこをもう少し深く教

えていただけないでしょうか。 

【宍戸座長】  そうですね。これは水谷先生が多分チャット欄で、広告主における質や信

頼性の指標とお書きになっているところからしますと、広告主にとって売上げが伸びると

いうだけではなくて、企業ブランドイメージをよくするとか、いろんなことがあるんだろう

と思うんですが、そこら辺についてまさに教えていただきたいということだと思います。 

【デジタル広告品質認証機構（小出氏）】  広告主は、中長期に顧客を獲得し、多くの顧

客がいる状況というのを続けていきたいと考えてます。その状態を考えれば、ブランドイメ

ージが低下してしまったりすることは避けたいはずです。ですから、本来ブランドイメージ

低下を招かない広告活動であるべきなんですけれど、私のほうでもやはり懸念しているの

は、どうしても現場担当者になればなるほど短期視点になっていくので、目指す指標が、本

来あるべきものとのギャップが出てくるのかなと思います。 

 繰り返しになりますが、広告主にとってみれば、売上げが上がる。でも、それは短期的で

はなくて、中長期において顧客を創造し続けてという部分が大きいかと思います。そのため

にはブランドイメージというのもすごく大切だと思います。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。あと２つ御対応いただけないかと思います。１つ

は、越前構成員、お願いします。 

【越前構成員】  越前でございます。私は完全門外漢でございますが、ＪＩＣＤＡＱさん

の非常に意義のある取組に非常に感銘を受けました。まさにサイバー空間の健全性を守る

ために、様々な、特に認証制度というのは非常に感銘を受けまして、すばらしい制度かなと

思いました。 

【デジタル広告品質認証機構（小出氏）】  ありがとうございます。 

【越前構成員】  専門外でございますが、４１ページの御説明についてです。広告の原点



 -40- 

に立ち戻った出稿の視点が必要ということで、左側にリーチというのがあって、右側に受容

性がありまして、広告の目的や真の効果などを考慮した判断が極めて重要だということは

全く同感と思います。 

 ただ、トラディショナルなテレビ、新聞、雑誌などのマス広告というのは、恐らくこの受

容性、右の部分に対して、広告、それのよしあしを判断していたかなと思うんですが、いわ

ゆるネットの広告等によって、右のほうから左に偏重した判断基準になってしまったのか

ということかなと思ったんですが、逆にそういったまさにここでおっしゃっているような

トラディショナルな広告の判断基準としての受容性が極めて重要だなという原点に立ち返

ることで、本当の広告の意味というのを広告主が見いだせるんじゃないかと思ったんです

が、その点、お考え等ございますでしょうか。ちょっとここは私素人なのであまり分からな

いんですけど、御教示いただければと思います。 

【デジタル広告品質認証機構（小出氏）】  御質問ありがとうございます。私は両方だと

思っています。ですので、例えばマスメディアの出稿においても、新聞や雑誌の部当たり単

価が高いか低いかということも判断材料としておりました。ただし、例えば雑誌において

１部当たりの単価が仮に３円の普通の雑誌と、もう一つ自社のブランドに合った高級感の

ある雑誌とがあった場合は、例えばそれが部当たり単価１ページ１０円だとか１５円であ

っても、どういう読者なのか、周りのコンテンツはどんな記事や広告か、読者がその雑誌を

見ている空間や環境なども考えながら、たとえ部当たり単価が高くても、このブランドにと

っては高い方を選択しようということをあれこれ考えながら出稿していたと思います。 

 そこが今は自動化の中で、単純に今、単価という判断基準のみで安い方にどんどん走って

しまう。掲載面の質というものの考慮がかなり薄くなってしまっていると。これは運用型と

いうものに関しての話なんですけど。そういうことがやはり、これらの問題をより拡大させ

る要因になっているのではないかと考える次第です。 

【越前構成員】  分かりました。今後も勉強させていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

【宍戸座長】  ありがとうございます。時間の関係でこれで最後とさせてください。奥村

先生、お願いします。 

【奥村構成員】  奥村でございます。どうもありがとうございます。よい広告のためにい

ろんな取組をされているということが勉強になりました。どうもありがとうございました。 

 認証のことで少し詳しく伺いたいと思って質問させていただいたんですが、２９とか
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３０ページにお示しいただいたいろいろな認証基準があるわけですけれども、トラフィッ

クのこととか、それからコンテンツのこととか、ブランドのことということになりますと、

相当専門が違う方が複数関与しなければいけないようなイメージだと思っておりまして、

各社どれぐらいの人がどういうふうに関わられるようになったのか。こういう業務という

のも、常勤というか、フルタイムでこのような業務につくというようなことを認証の基準と

して要求していらっしゃるのか、それとも例えば総務や何かの人が片手間に書類を処理す

るというようなことで認証ができるということに関してどれぐらいの厳しさみたいなもの

を要求しているのかということになりますと、どれぐらいの業務量だとか、それから、どれ

ぐらいのトラブルをどれぐらいの能力のある人がどれぐらいのヒューマンリソースで処理

しているのかということがちょっとイメージつかなかったのですが、各社どのような対応

なさっているか。例えば新しいポストを設けられた社があるのかとか、そのようなことにつ

いて何か情報があれば手がかりを頂きたいなと思っています。 

【デジタル広告品質認証機構（小出氏）】  御質問ありがとうございます。実はそこに関

してはあまり細かくはお答えできない部分もあります。検証機関である日本ＡＢＣ協会が

それぞれの検証対象の企業さんとのやり取りの中で、結果として今ここに書かれている認

証基準を満たすような構造になっているか、立てつけになっているかなどを彼らが細かく

聞いているんです。今奥村構成員がおっしゃったようなところがどこまでできているかと

いう部分は、それぞれなりの会社のレベルによって違うと思うのですが、ただ、そこにおい

てのいろんな情報は、私たちＪＩＣＤＡＱと個々の事業者がＮＤＡを結んでいない関係で

実は開示されていない部分も多くあります。ですので、具体的な態勢変更などは情報がなく

お答えできないのですが、何人か増やしたのかどうかという点ですとこれは推測ですけど、

やはりそれは体制を整えたりされているところもあったと思いますし、それは企業規模に

よっても全然違うんじゃないかなと思います。もし、認証基準に関係してどのぐらいのこと

が望まれるのかという部分に関しては、１９日のＪＩＡＡさんの発表とかでも少し触れて

いただければとは思うんですけれども、ちょっとすいません、答えにならないんですけれど

も、具体的なマンパワーがどのぐらいかとかという部分については私のほうではお答えで

きないです。申し訳ございません。 

【奥村構成員】  いえいえ、どれぐらいサステナブルにこういうシステムが機能していく

かということは非常に重要なことだと思っておりますので、企業が過分な負担をしていな

いかとか、それからもう少しやってもらえないかとか、そういうようなことを誰がどういう
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ふうにウオッチしていくのかというのはちょっと課題だなと思いましたので、どこまで明

らかになっているかということについてちょっと知りたいということがございました。 

【デジタル広告品質認証機構（小出氏）】  よい御指摘をいただいたと思います。認証は

毎年更新しています。ただ、あくまでもやはり検証している対象は仕組みとか体制だったり

しますので、それが本当に継続的に実効性のあった動きになっているかどうかという部分

の確認までは手が回ってない部分もあります。ＪＩＣＤＡＱとしてはその辺りはなかなか

把握できないんですけれども、検証をとっていただいた企業さんがきちっと行動をしてい

ただいていけるように私たちとしても継続的に促していければなと思っております。あり

がとうございました。 

【奥村構成員】  ありがとうございました。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。今おっしゃった点は、何らかの統計みたいなも

のをそれこそＡＢＣさんも含めて出してくださると、個社について事情を知りたいわけで

はないので、いいのかなと思いました。 

 それからもう１点、今日おいでいただいた点のうち、特に地方公共団体の広告主としての

側面はかなり重大な問題で、今後公共広告が増えてくる中で非常に重要な話であり、また、

地方公共団体の責任も重たいと思いますので、地方自治法の研究をしている人間としても

感銘を受けたところでございます。 

 何度もこの種の会議で私、申し上げますが、総務省はテレコム部局と自治部局と行政管理

等の部局といろいろあるメガ官庁でございますけれども、ぜひこういった点は総務省テレ

コム部局の皆様も、自治部局とも連携していただくといいなと思ったところでした。 

 最後は若干余計なことを申し上げましたけれども、小出さん、本当に非常に貴重なインプ

ット、それからまたやり取りいただきありがとうございました。どうぞ引き続きよろしくお

願いいたします。 

【デジタル広告品質認証機構（小出氏）】  こちらこそどうもありがとうございました。

貴重な機会ありがとうございました。 

【宍戸座長】  それでは、議事の３でございますが、全体を通して、例によって時間がご

ざいませんので、特に今どうしてもこの場でという御発言がなければ、また事務局ないし私

のほうにお寄せいただければと思います。 

 最後に事務局より何か連絡事項ございますでしょうか。 

【髙橋係長】  ありがとうございます。次回会合の詳細につきましては、別途事務局から
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御連絡差し上げるとともに総務省ホームページに開催案内を掲載いたします。 

 以上でございます。 

【宍戸座長】  ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に

関する検討会」の第１１回会合兼ワーキンググループ第６回会合の合同会合を終了とさせ

ていただきます。 

 本日も御多用のところ御出席いただき、また、長澤さん、小出さんはじめ、ヒアリングに

応じていただいた団体の関係者の皆様、ありがとうございました。これにて閉会といたしま

す。 

 

 


